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◆
保
育
園
の
保
育
料
を

　
　
　
　
　

軽
減
し
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
要
保
護
世
帯
や
多
子

世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図

り
、
子
ど
も
を
産
み
、
育
て
や
す

い
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
保
育

料
の
負
担
軽
減
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

本
年
度
か
ら
、
下
表
の
②
区
分

に
該
当
す
る
世
帯
の
第
２
子
と
、

④
区
分
に
該
当
す
る
世
帯
の
第
１

子
へ
の
負
担
が
さ
ら
に
軽
減
さ
れ

ま
し
た
。
詳
し
い
内
容
は
下
表
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
や
ま
な
し
子
育
て
応
援
事
業

　
　
　
　
　

も
始
ま
っ
て
い
ま
す

　

平
成
28
年
４
月
か
ら
、
世
帯
の

第
２
子
以
降
の
保
育
料
の
経
済
的

負
担
を
さ
ら
に
支
援
す
る
た
め
、

「
や
ま
な
し
子
育
て
応
援
事
業（
第

２
子
以
降
３
歳
未
満
児
保
育
料
無

料
化
事
業
）」も
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
児
童

①
０
～
２
歳
児
の
う
ち
、
市
の
保

　

育
３
号
認
定
を
受
け
て
い
る
子

　

ど
も

※
た
だ
し
、
無
料
に
な
る
の
は
３

　

歳
の
誕
生
月
ま
で
で
す
。

②
世
帯
の
第
２
子
以
降
の
子
ど
も

　
（
生
計
を
同
一
に
す
る
第
１
子

　

が
い
る
こ
と
）

③
世
帯
の
市
町
村
民
税
所
得
割
額

　

が
１
６
９
，
０
０
０
円
未
満
で

　

あ
る
こ
と

■
対
象
者
に
は
申
請
書
が

　
　
　
　
　
　

届
い
て
い
ま
す

　

対
象
に
な
る
と
思
わ
れ
る
世
帯

に
は
、
保
育
料
の
通
知
と
一
緒
に

申
請
書
を
同
封
し
て
い
ま
す
。

※
た
だ
し
、
第
１
子
が
市
外
に
住

ん
で
い
る
等
、
該
当
に
な
る
か
ど

う
か
判
断
が
不
明
な
た
め
に
申
請

書
が
届
い
て
い
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。
該
当
に
な
る
の
で
は
？
と

思
わ
れ
る
方
は
、
お
手
数
で
す
が

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課 

子
育
て
支
援
担
当　

　
　
　
（
内
線
１
７
３
～
１
７
５
）

福　祉

　
保
育
料
の
負
担
軽
減

子
育
て
す
る
な
ら
韮
崎
市

保
育
料
の
負
担
軽
減
を
拡
大

小児救急医療体制について
【お子さんの休日・夜間の急な発熱などには】
　小児科の専門看護師による電話相談
　【平　日】19 時～翌朝７時
　【土曜日】15 時～翌朝７時
　【休　日】　9 時～翌朝７時
■電話番号
・携帯番号（短縮ダイヤル）の場合　＃8000
・ダイヤル回線の場合　　☎ 055-226-3369

【お子さんの休日・夜間の急病時には】
　甲府地区小児初期救急医療センター
　甲府市幸町 14-6（甲府市地域医療センター内）
※明らかに重症な場合、迷わず、119 番をご利用
　ください。
■問い合わせ　
　保健課 健康増進担当　☎ 23-4310
　県庁医務課　☎ 055-223-1480
※県庁医務課ＨＰ
    http://www.pref.yamanashi. jp/
                            imuka/82789260079.html

区　分 保育料（月額）

① 第１子を含め小学校３年生までに
兄・姉がいる世帯

2 人目 保育料基準額の半額
3 人目以降 無料

② 市町村民税非課税世帯
（兄・姉の年齢に関係なく） 第 2 子以降 無料

③
市町村民税所得割額
77,101 円未満の世帯

（兄・姉の年齢に関係なく）

第 2 子 保育料基準額の半額

第 3 子以降 無料

④ ひとり親世帯等で市町村民税
所得割額 77,101 円未満の世帯

第 1 子 保育料基準額の半額 
※上限額 3,000 円

第 2 子以降 無料

１号認定　※認定こども園の幼稚園部分や新制度に移行した幼稚園に通う児童

２・３号認定　※認定こども園の保育園部分や公立・市立保育園に通う児童
区　分 保育料（月額）

① 第１子を含め小学校３年生までに
兄・姉がいる世帯

2 人目 保育料基準額の 1/4
3 人目以降 無料

② 市町村民税非課税世帯
（兄・姉の年齢に関係なく） 第 2 子以降 無料

③ 市町村民税所得割額 57,700 円
未満の世帯（兄・姉の年齢に関係なく）

第 2 子 保育料基準額の 1/4

第 3 子以降 無料

④ ひとり親世帯等で市町村民税
所得割額 77,101 円未満の世帯

3 歳以上児の 
第１子

保育料基準額の半額 
※上限額 6,000 円

3 歳未満児の 
第 1 子

保育料基準額の半額 
※上限額 9,000 円

第 2 子以降 無料

⑤ 市町村民税所得割額 169,000 円未満
の世帯（兄・姉の年齢に関係なく）

第 2 子以降の 
3 歳未満児 無料

※所得割額は世帯の合計額で判定します。
※保育料判定の際には、住宅借入金控除等の一部の税額控除は対象になりません。
※新制度に移行した幼稚園…平成２７年４月から始まった子ども・子育て支援新制度により、  
　国・県・市から施設型給付費という交付金を受け取って運営をする形態に変更した園

生
計
を
同
一
に
す
る
と
は
？

☆
具
体
例

・
一
緒
に
生
活
し
て
い
る

　

（
同
じ
家
に
住
み
生
活

　

費
が
一
緒
）

・
別
々
に
住
ん
で
は
い
る

　

が
、
生
活
費
は
仕
送
り

　

し
て
い
る

・
長
期
入
院
や
施
設
に
入

　

所
し
て
い
る
が
、
療
育

　

費
は
支
払
っ
て
い
る


